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川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例 ○川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例 

平成21年12月24日条例第52号 平成21年12月24日条例第52号

（地球温暖化対策等推進基本計画） （地球温暖化対策等推進基本計画） 

第７条 市長は、地球温暖化対策等を総合的かつ計画的に推進するため、地

球温暖化対策等の推進に関する基本計画（以下「地球温暖化対策等推進基

本計画」という。）を策定するものとする。 

第７条 市長は、地球温暖化対策等を総合的かつ計画的に推進するため、地

球温暖化対策等の推進に関する基本計画（以下「地球温暖化対策等推進基

本計画」という。）を策定するものとする。 

２ 地球温暖化対策等推進基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとす

る。 

２ 地球温暖化対策等推進基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとす

る。 

(１) 計画期間 (１) 計画期間 

(２) 地球温暖化対策の目標 (２) 地球温暖化対策の目標 

(３) 法第21条第３項各号に掲げる事項その他前号に掲げる目標を達成す

るために必要な施策の基本的方向に係る事項 

(３) 法第21条第３項各号に掲げる事項その他前号に掲げる目標を達成す

るために必要な施策の基本的方向に係る事項 

(４) 気候変動適応を推進するために必要な施策の基本的方向に係る事項 (４) 気候変動適応を推進するために必要な施策の基本的方向に係る事項 

(５) 前各号に掲げるもののほか、地球温暖化対策等の推進に関し必要な

事項 

(５) 前各号に掲げるもののほか、地球温暖化対策等の推進に関し必要な

事項 

３ 市長は、法第21条第９項に定めるもののほか、温室効果ガスの排出の量

の削減等に関係のある施策については、地球温暖化対策等推進基本計画と

連携して温室効果ガスの排出の量の削減等が行われるよう配意するものと

する。 

３ 市長は、法第21条第８項に定めるもののほか、温室効果ガスの排出の量

の削減等に関係のある施策については、地球温暖化対策等推進基本計画と

連携して温室効果ガスの排出の量の削減等が行われるよう配意するものと

する。 

４ 市長は、地球温暖化対策等推進基本計画を策定しようとするときは、あ

らかじめ、川崎市環境審議会（以下「審議会」という。）の意見を聴かな

ければならない。 

４ 市長は、地球温暖化対策等推進基本計画を策定しようとするときは、あ

らかじめ、川崎市環境審議会（以下「審議会」という。）の意見を聴かな

ければならない。 

５ 市長は、地球温暖化対策等推進基本計画を策定したときは、速やかに、

これを公表するものとする。 

５ 市長は、地球温暖化対策等推進基本計画を策定したときは、速やかに、

これを公表するものとする。 

６ 市長は、地球温暖化対策等に係る技術の向上及び社会情勢を踏まえ、必

要があると認めるときは、地球温暖化対策等推進基本計画を変更するもの

６ 市長は、地球温暖化対策等に係る技術の向上及び社会情勢を踏まえ、必

要があると認めるときは、地球温暖化対策等推進基本計画を変更するもの
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改正後 改正前 

とする。 とする。 

７ 第４項及び第５項の規定は、前項の規定により地球温暖化対策等推進基

本計画を変更する場合に準用する。 

７ 第４項及び第５項の規定は、前項の規定により地球温暖化対策等推進基

本計画を変更する場合に準用する。 

８ 市長は、地球温暖化対策等推進基本計画の達成状況等について、毎年度、

審議会に報告するとともに、公表するものとする。 

８ 市長は、地球温暖化対策等推進基本計画の達成状況等について、毎年度、

審議会に報告するとともに、公表するものとする。 

 


